
別
記
様
式
中
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
第
１
項
又
は
第
４
２
条
第
２
項
」
を

「
貸
金
業
法
第
２
４
条
の
６
の
１
０
第
３
項
又
は
第
４
項
」
に
、「
貸
金
業
協
会
又
は
貸
金
業
者
」

を
「
貸
金
業
者
又
は
当
該
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
保
証

業
者
若
し
く
は
当
該
貸
金
業
者
か
ら
貸
金
業
の
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
」
に
、「
又
は
貸
金
業
協

会
」
を
「
又
は
当
該
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
保
証
業
者

若
し
く
は
当
該
貸
金
業
者
か
ら
貸
金
業
の
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
五
の
表
商
業
振
興
金
融
課
の
項
第
七
号
中
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
を

「
貸
金
業
法
」
に
改
め
、
同
号
３
及
び
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
　
第
二
十
四
条
の
六
の
三
の
規
定
に
よ
る
貸
金
業
者
に
対
す
る

○

業
務
改
善
命
令
　
　
　
　

４
　
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
金
業
者
の

○

業
務
停
止
命
令

別
表
第
二
の
五
の
表
商
業
振
興
金
融
課
の
項
第
七
号
５
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
二
十
四
条
の

六
の
四
第
二
項
」
に
、「
業
務
停
止
命
令
」
を
「
役
員
解
任
命
令
」
に
改
め
、
同
号
６
中
「
第
三
十

七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
六
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
７
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」

を
「
第
二
十
四
条
の
六
の
六
第
一
項
」
に
、「
所
在
不
明
者
」
を
「
所
在
不
明
者
等
」
に
改
め
、
同

号
８
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
六
の
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
９
中
「
第

四
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
六
の
十
第
二
項
」
に
、「
貸
金
業
者
」
を
「
保
証
業
者
及

び
受
託
業
者
」
に
、「
立
入
検
査
」
を
「
報
告
の
徴
収
」
に
改
め
、
同
号
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

１０

第
二
十
四
条
の
六
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貸
金
業
者
に

○

対
す
る
立
入
検
査

１１

第
二
十
四
条
の
六
の
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
証
業
者
及

○

び
受
託
業
者
に
対
す
る
立
入
検
査

１２

第
二
十
四
条
の
六
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
社
内
規
則

○

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
…
…
…
…
一

部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
五
十
四
号

山
梨
県
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

（
山
梨
県
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
貸
金
業
法
施
行
細
則

第
一
条
中
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
貸
金
業
法
（
」
に
、「
貸
金
業
の
規
制

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
。
」
を
「
貸
金
業
法
施
行
令
（
昭

和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
」
に
、「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
貸

金
業
法
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
の
各
号
」
及
び
「
の
当
該
各
号
」
を
削
り
、
同
条
の
表
四
の
項
中
「
第
四
十
一
条
の

二
」
を
「
第
二
十
四
条
の
六
の
九
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
商
工
労
働
観
光
部
」
を
「
商
工
労
働
部
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
六
の
十
第
五

項
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

十
二
月
十
八
日

号
外
第
八
十
号

火　曜　日

「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
３
５
条
第
１
項
又
は
第
４
２
条
第
２
項
」
を

「
貸
金
業
法
第
２
４
条
の
６
の
１
０
第
３
項
又
は
第
４
項
」
に
、「
貸
金
業
協
会
又
は
貸
金
業
者
」

●「
貸
金
業
者
又
は
当
該
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
保
証

業
者
若
し
く
は
当
該
貸
金
業
者
か
ら
貸
金
業
の
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
」
に
、「
又
は
貸
金
業
協

会
」
を
「
又
は
当
該
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
保
証
契
約
を
締
結
し
た
保
証
業
者

若
し
く
は
当
該
貸
金
業
者
か
ら
貸
金
業
の
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
」

に
、

に
、

を

を

を



の
作
成
及
び
変
更
の
命
令

１３

第
二
十
四
条
の
六
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
社
内
規
則

○

の
作
成
及
び
変
更
の
承
認

１４

第
二
十
四
条
の
六
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
社
内
規
則

○

の
変
更
及
び
廃
止
の
承
認

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
十
五
号

山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
五
十
日
」
を
「
四
十
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
二
号
中
「
聴
力
損
失
が
八
〇
デ
シ
ベ
ル
」
を
「
聴
力
レ
ベ
ル
が
九
〇
デ
シ
ベ
ル
」
に
改

め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
業
訓
練
手
当
支
給

規
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
号
　
　
平
成
十
九
年
十
二
月
十
八
日

二

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


